
○
総
務
省
令
第
六
十
八
号 

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
無
線
設
備
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
二
年
七
月
二
十
七
日 

総
務
大
臣 

高
市 

早
苗 

 
 

無
線
設
備
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
（
下
線
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順

次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し

て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
（
二
重
下
線
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」

と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲

げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 



 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
目
次 

目
次 

［
第
一
章
～
第
三
章 

略
］ 

［
第
一
章
～
第
三
章 

同
上
］ 

第
四
章 
業
務
別
又
は
電
波
の
型
式
及
び
周
波
数
帯
別
に
よ
る
無
線
設
備
の
条
件 

［
第
四
章 

同
上
］ 

 

［
第
一
節
～
第
四
節
の
二
十
一
の
四 

略
］ 

［
第
一
節
～
第
四
節
の
二
十
一
の
四 

同
上
］ 

第
四
節
の
二
十
二 
六
〇
㎒
帯
又
は
二
㎓
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
（
第
四
十

九
条
の
二
十
四
の
五
・
第
四
十
九
条
の
二
十
五
） 

第
四
節
の
二
十
二 

二
㎓
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
業
務
の
無
線
局
の
無
線
設
備
（
第
四

十
九
条
の
二
十
五
） 

［
第
四
節
の
二
十
二
の
二
～
第
九
節 

略
］ 

［
第
四
節
の
二
十
二
の
二
～
第
九
節 

同
上
］ 

［
第
五
章 

略
］ 

［
第
五
章 

同
上
］ 

附
則 

附
則 

第
四
節
の
二
十
二 

六
〇
㎒
帯
又
は
二
㎓
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備 

第
四
節
の
二
十
二 

二
㎓
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
業
務
の
無
線
局
の
無
線
設
備 

（
六
〇
㎒
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
） 

 

第
四
十
九
条
の
二
十
四
の
五 

電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
設
さ
れ
た
無
線
局
の
無
線
設
備
で

あ
つ
て
、
五
四
㎒
を
超
え
六
五
㎒
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

［
新
設
］ 

一 

変
調
方
式
は
、
四
相
位
相
変
調
、
一
六
値
直
交
振
幅
変
調
、
六
四
値
直
交
振
幅
変
調
又
は
二
五
六
値
直
交

振
幅
変
調
で
あ
る
こ
と
。 

 

二 

通
信
方
式
は
、
時
分
割
複
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。 

 

三 

空
中
線
電
力
は
、
一
〇
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。 

 

四 

送
信
又
は
受
信
す
る
電
波
の
偏
波
は
、
水
平
偏
波
又
は
垂
直
偏
波
で
あ
る
こ
と
。 

 

五 

隣
接
チ
ャ
ネ
ル
漏
洩
電
力
等
は
、
割
当
周
波
数
か
ら
一
二
〇
㎑
及
び
二
四
〇
㎑
離
れ
た
周
波
数
の

（
±
）
五
五
㎑
の
帯
域
内
に
輻
射
さ
れ
る
電
力
が
搬
送
波
電
力
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
四
三
デ
シ
ベ
ル
及
び
五
一･

五
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値
で
あ
る
こ
と
。 

 

（
二
㎓
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
業
務
の
無
線
局
の
無
線
設
備
） 

（
二
㎓
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
業
務
の
無
線
局
の
無
線
設
備
） 

第
四
十
九
条
の
二
十
五 

電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
設
さ
れ
た
基
地
局
又
は
陸
上
移
動
局
で

あ
つ
て
、
二
〇
二
五
・
五
㎒
を
超
え
二
〇
七
五
・
五
㎒
以
下
又
は
二
二
〇
五
・
五
㎒
を
超
え
二
二
五
五
・
五

㎒
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
（
以
下
「
二
㎓
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
業

務
の
無
線
局
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

通
信
方
式
は
、
複
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。 

二 

変
調
方
式
は
、
四
相
位
相
変
調
で
あ
る
こ
と
。 

三 

送
信
空
中
線
は
、
絶
対
利
得
が
一
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
の
利
得
を
有
す
る
無
指
向
性
空
中
線
又
は
絶
対
利

得
が
一
四
デ
シ
ベ
ル
以
上
の
利
得
を
有
す
る
指
向
性
空
中
線
で
あ
る
こ
と
。 

第
四
十
九
条
の
二
十
五 

［
同
上
］ 

 

別
表

第
一

号
（

第
５
条
関

係
）
 

 
周

波
数

の
許

容
偏
差
の

表
 

別
表

第
一

号
（

第
５

条
関

係
）
 

 
周

波
数

の
許

容
偏

差
の

表
 



 

 
［

表
略

］
 

 
［

注
１

～
注

3
0 

略
］
 

 
［

表
同

左
］

 

 
［

注
１

～
注

3
0 

同
左

］
 

3
1 

次
に

掲
げ

る
固
定
局

、
陸
上
局

及
び
移

動
局
の
送

信
設

備
に

使
用

す
る

電
波

の
周

波
数

の
許

容
偏

差

は
、

こ
の
表
に

規
定
す
る

値
に
か
か

わ
ら
ず

、
次
の
と

お
り

と
す

る
。

 

3
1 

［
同

左
］

 

［
(1

)～
(
22
) 
略
］
 

 
［

(
1)
～

(
22
)
 同

左
］
 

(
2
3)

 
5
4Ｍ

Ｈ
ｚ
を
超
え

6
5Ｍ

Ｈ
ｚ

以
下
の

周
波
数
の

電
波

を
使

用
す

る
電

気
通

信
業

務
用

無
線

局
の

う

ち
、

第
4
9条

の
2
4の

５
に

規
定
す
る

無
線
局

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
10（

1
0
-
6）

 
 

 
［

新
設

］
 

［
32

～
5
7 

略
］

 
［

32
～

5
7 

同
左
］

 

別
表

第
二

号
（

第
６
条
関

係
）
 

［
第

１
～

第
75
 
略
］
 

別
表

第
二

号
（

第
６

条
関

係
）
 

［
第

１
～

第
75

 
同

左
］
 

第
76

 
5
4Ｍ

Ｈ
ｚ
を
超
え

6
5Ｍ

Ｈ
ｚ

以
下
の

周
波
数
の

電
波

を
使

用
す

る
電

気
通

信
業

務
用

無
線

局
の

う
ち

、

第
49

条
の

24の
５
に
規
定

す
る
無
線

局
の
無

線
設
備
の

占
有

周
波

数
帯

幅
の

許
容

値
は

、
第

１
か

ら
第

４
ま

で
の

規
定

に
か

か
わ
ら
ず

、
1
1
0ｋ

Ｈ
ｚ
と

す
る
。

 

［
新

設
］

 

別
表

第
三

号
（

第
７
条
関

係
）
 

別
表

第
三

号
（

第
７

条
関

係
）
 

［
１

～
6
5 

略
］
 

［
１

～
6
5 

同
左
］

 

6
6 

5
4Ｍ

Ｈ
ｚ

を
超
え

65
Ｍ
Ｈ
ｚ
以

下
の
周

波
数
の
電

波
を

使
用

す
る

電
気

通
信

業
務

用
無

線
局

の
う

ち
、

第

4
9条

の
2
4の

５
に
規
定
す

る
無
線
局

の
無
線

設
備
の
ス

プ
リ

ア
ス

発
射

又
は

不
要

発
射

の
強

度
の

許
容

値
は

、
２

(
1)
及

び
４
の

規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、

次
の
と
お

り
と

す
る

。
 

ア
 

帯
域

外
領

域
に
お
け

る
ス
プ
リ

ア
ス
発

射
の
強
度

の
許

容
値
 

1
0μ

Ｗ
以

下
 

イ
 

ス
プ

リ
ア

ス
領
域
に

お
け
る
不

要
発
射

の
強
度
の

許
容

値
 

2
5μ

Ｗ
以

下
 

［
新

設
］

 

6
7 

総
務

大
臣

は
、
特
に

必
要
が
あ

る
と
認

め
る
と
き

は
、

1か
ら

66
ま

で
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
そ

の
値

を
別

に
定

め
る

こ
と
が
で

き
る
。
 

6
6 

総
務

大
臣

は
、

特
に

必
要
が
あ

る
と
認

め
る
と
き

は
、

1か
ら

65
ま
で
の
規
定

に
か
か
わ

ら
ず
、
そ

の
値

を
別

に
定

め
る

こ
と

が
で

き
る
。
 
 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 

 



 

附 

則 
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 


